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日

内
閣
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安
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三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
の
実
質
価
値
の
目
減
り
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
の
実
質
価
値
の
目
減
り
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
財
政
検
証
に
お
け
る
平
成
二
十
一
年
度
に
年
金
を
受
給
し
始
め
る
者
の
平
成
五
十
年
度
時
点
で
の
満
額
の

老
齢
基
礎
年
金
額
は
、
名
目
額
で
約
七
・
七
万
円
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
金
額
を
、
平
成
二
十
一
年
財
政
検
証
の
前
提
と
し
て
設
定
し
た
物
価
上
昇
率
で
平
成
二
十
一

年
度
現
在
の
価
値
に
割
り
戻
し
た
額
は
、
約
五
・
六
万
円
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
金
額
は
、
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
金
額
を
平
成
二
十
一
年
財
政

検
証
の
前
提
と
し
て
設
定
し
た
物
価
上
昇
率
で
平
成
二
十
一
年
度
現
在
の
価
値
に
割
り
戻
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
既
裁
定
者
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
十
六
年
に
国
民
年
金
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
が
適
用
さ
れ
た
場
合
で

一



あ
っ
て
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
調
整
期
間
に
お
い
て

物
価
が
上
昇
し
、
同
法
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
物
価
変
動
率
に
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
率
を
基
準
に
老

齢
基
礎
年
金
額
が
改
定
さ
れ
る
と
き
に
は
、
平
成
二
十
一
年
財
政
検
証
に
お
け
る
平
成
二
十
一
年
度
に
年
金
を
受
給
し
始
め

る
者
の
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
額
を
平
成
二
十
一
年
財
政
検
証
の
前
提
と
し
て
設
定
し
た
物
価
上
昇
率
で
平
成
二
十
一
年
度

現
在
の
価
値
に
割
り
戻
し
た
額
は
、
低
下
す
る
こ
と
と
な
る
。

二


